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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

令和４年４月４日改正付則  

（上場維持基準に係る経過措置） （上場維持基準に係る経過措置） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 既上場銘柄（選択期間の最終日の翌日から施

行日の前日までに上場した株券等を含む。以下

この条において同じ。）の発行者が、令和７年

２月２８日までに到来する各事業年度の末日

（第５０１条第１項第２号ｃ（第５０２条第１

項による場合を含む。）にあっては、１２月末

日。次項において同じ。）において、改正後の

第５０１条第１項第１号ａ若しくはｂ、第２号

ｂ若しくはｃ、第３号ｂ若しくはｄ又は第４号

ａ若しくはｂ（第５０２条第１項による場合を

含む。）に定める基準（以下「経過措置対象基

準」という。）に適合しない状態となった場合

に対する改正後の第５０１条第３項及び第４項

並びに第５０２条第３項及び第４項の規定の適

用については、第５０１条第３項又は第５０２

条第３項中「施行規則で定める期間内に当該基

準に適合するための取組み及びその実施時期」

とあるのは「当該基準に適合するための取組み

及びその実施時期」と、第５０１条第４項又は

第５０２条第４項中「前項」とあるのは「前項

（付則第２条第２項による場合を含む。）」

と、それぞれ読み替えるものとする。 

２ 既上場銘柄（選択期間の最終日の翌日から施

行日の前日までに上場した株券等を含む。以下

この条において同じ。）の発行者が改正後の第

５０１条第１項第１号ａ若しくはｂ、第２号ｂ

若しくはｃ、第３号ｂ若しくはｄ又は第４号ａ

若しくはｂ（第５０２条第１項による場合を含

む。）に定める基準に適合しない状態となった

場合に対する改正後の第５０１条第３項及び第

４項並びに第５０２条第３項及び第４項の規定

の適用については、当分の間、第５０１条第３

項又は第５０２条第３項中「施行規則で定める

期間内に当該基準に適合するための取組み及び

その実施時期」とあるのは「当該基準に適合す

るための取組み及びその実施時期」と、第５０

１条第４項又は第５０２条第４項中「前項」と

あるのは「前項（付則第２条第２項による場合

を含む。）」と、それぞれ読み替えるものとす

る。 

３ 既上場銘柄の発行者は、前項の規定により読

み替えて適用する改正後の第５０１条第３項又

は第５０２条第３項に規定する計画書を提出し

てから経過措置対象基準に適合するまでの間、

各事業年度の末日から起算して３か月以内に当

該計画の進捗状況について記載した書面の提出

を行わなければならない。この場合において、

当該書面の開示を行ったときには、提出を行っ

たものとみなす。 

３ 既上場銘柄の発行者が、改正後の第５０１条

第１項第１号ａ若しくはｂ、第２号ｂ若しくは

ｃ、第３号ｂ若しくはｄ、第４号ａ若しくはｂ

（第５０２条第１項による場合を含む。）に定

める基準に適合しない状態となった場合は、前

項の規定により読み替えて適用する改正後の第

５０１条第３項又は第５０２条第３項に規定す

る計画書を提出してから当該基準に適合するま

での間、各事業年度の末日から起算して３か月

以内に当該計画の進捗状況について記載した書

面の提出を行わなければならない。この場合に

おいて、当該書面の開示を行ったときには、提

出を行ったものとみなす。 

４ 既上場銘柄の発行者に対する令和８年２月２

８日までに到来する各事業年度の末日（改正後

の第５０１条第１項第２号ｃに代えて改正後の

同項第１号ｃを適用する場合（第５０２条第１

項による場合を含む。）にあっては、６月末日

及び１２月末日）における改正後の第６０１条

４ 既上場銘柄の発行者に対する改正後の第６０

１条第１項第１号及び第６０２条第１項第１号

の規定の適用については、当分の間、次の各号

のとおり取り扱うものとする。ただし、付則第

２条第２項第１号に掲げる事項を記載した書

面、第２項の規定により読み替えて適用する第
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第１項第１号及び第６０２条第１項第１号の規

定の適用については、次の各号のとおり取り扱

うものとする。ただし、付則第２条第２項第１

号に掲げる事項を記載した書面、第２項又は令

和５年４月１日改正付則第２条第２項の規定に

より読み替えて適用する第５０１条第３項及び

第４項又は第５０２条第３項及び第４項に定め

る書面並びに前項に定める書面（当該各項の規

定により提出又は開示を要する書面に限る。）

の提出又は開示を行っていない場合は、この限

りでない。 

５０１条第３項及び第４項又は第５０２条第３

項及び第４項に定める書面並びに前項に定める

書面（当該各項の規定により提出又は開示を要

する書面に限る。）の提出又は開示を行ってい

ない場合は、この限りでない。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

５ 第１条の規定にかかわらず、既上場銘柄が改

正後の第２０８条、第２１４条及び第２２０条

各号に掲げる行為により上場廃止となる場合で

あって、当該各号に定める会社が令和７年２月

２８日までに上場することが見込まれるテクニ

カル上場を申請するときにおける改正後の第２

０９条、第２１５条及び第２２１条の規定の適

用については、改正後の第２０９条第１項第３

号中「４００人」とあるのは「１５０人」と、

「２，０００単位」とあるのは「５００単位」

と、「１０億円」とあるのは「２億５，０００

万円」と、「２５％」とあるのは「５％」と、

改正後の第２１５条第１項第３号中「２万単

位」とあるのは「１万単位」と、「１００億

円」とあるのは「１０億円」と、「３５％」と

あるのは「５％」と、改正後第２２１条第１項

第３号中「１，０００単位」とあるのは「５０

０単位」と、「５億円」とあるのは「２億５，

０００万円」と、「２５％」とあるのは

「５％」とする。 

５ 第１条の規定にかかわらず、既上場銘柄が改

正後の第２０８条、第２１４条及び第２２０条

各号に掲げる行為により上場廃止となる場合で

あって、当該各号に定める会社がテクニカル上

場を申請するときにおける改正後の第２０９

条、第２１５条及び第２２１条の規定の適用に

ついては、当分の間、改正後の第２０９条第１

項第３号中「４００人」とあるのは「１５０

人」と、「２，０００単位」とあるのは「５０

０単位」と、「１０億円」とあるのは「２億

５，０００万円」と、「２５％」とあるのは

「５％」と、改正後の第２１５条第１項第３号

中「２万単位」とあるのは「１万単位」と、

「１００億円」とあるのは「１０億円」と、

「３５％」とあるのは「５％」と、改正後第２

２１条第１項第３号中「１，０００単位」とあ

るのは「５００単位」と、「５億円」とあるの

は「２億５，０００万円」と、「２５％」とあ

るのは「５％」とする。 

６ 第２項から第４項まで並びに令和５年４月１

日改正付則第２条各項及び第３条の規定は、前

項の規定によりテクニカル上場した上場株券等

について準用する。 

６ 第２項から第４項までの規定は、前項の規定

によりテクニカル上場した上場株券等について

準用する。 

７ 第２項から前項までの規定は、次の各号に掲

げる既上場銘柄については適用しない。 

（１） 令和４年４月４日改正付則第２条第３

項各号に掲げる場合において選択した新市場

区分に上場した銘柄 

（２） 施行日以後に市場区分の変更を行った

銘柄（令和５年４月１日改正付則第２条第１

項の規定によりスタンダード市場への市場区

分の変更を行った銘柄を除く。） 

（３） （略） 

７ 前５項の規定は、次の各号に掲げる既上場銘

柄については適用しない。 

（１） 付則第２条第３項各号に掲げる場合に

おいて選択した新市場区分に上場した銘柄 

 

（２） 施行日以後に市場区分の変更を行った

銘柄 

 

 

（３） （略） 
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付  則  

第１条 この改正規定は、令和５年４月１日から

施行する。 

 

  

第２条 令和４年４月３日において、市場第一部

に上場しており、かつ、この改正規定施行の日

（以下「施行日」という。）においてプライム

市場に上場している株券等の発行者が、施行日

から令和５年９月２９日までに、スタンダード

市場への上場を選択し、当取引所所定の「市場

選択申請書」の提出を行った場合には、当取引

所は、令和５年１０月２０日に、当該上場株券

等及び当該上場株券等の発行者が発行するすべ

ての上場株券等及び上場優先株等について、ス

タンダード市場への市場区分の変更を行うもの

とする。 

 

２ 前項の規定によりスタンダード市場への上場

を選択し、「市場選択申請書」の提出を行う株

券等の発行者が、直近の事業年度の末日におい

て第５０１条第１項第１号ａ又はｂ（第５０２

条第１項による場合を含む。）に定める基準に

適合していないときは、当該「市場選択申請

書」の提出時において、令和４年４月４日改正

付則第４条第２項の規定により読み替えて適用

する改正後の第５０１条第３項又は第５０２条

第３項に規定する計画書の提出を要するものと

する。この場合において、当該書面の開示を行

ったときには、提出を行ったものとみなす。 

 

３ 改正後の令和４年４月４日改正付則第４条第

３項の規定は、令和４年４月４日改正付則第２

条第２項第１号に掲げる事項を記載した書面又

は前項の場合において改正後の令和４年４月４

日改正付則第４条第２項の規定により読み替え

て適用する第５０１条第３項及び第４項若しく

は第５０２条第３項及び第４項に定める書面を

提出したときにおいて準用する。 

 

  

第３条 施行日の前日において提出又は開示して

いる令和４年４月４日改正付則第２条第２項第

１号に掲げる事項を記載した書面又は改正前の

同付則第４条第２項の規定により読み替えて適

用する第５０１条第３項及び第４項若しくは第

５０２条第３項及び第４項に定める書面におい

て、計画期間の末日を、令和８年３月１日以後

最初に到来する事業年度の末日（第５０１条第

１項第２号ｃ（第５０２条第１項による場合を

含む。）にあっては、１２月末日）の翌日以後

と定める会社（以下「超過計画開示会社」とい
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う。）が、令和８年３月１日以後に到来する各

事業年度の末日（第５０１条第１項第２号ｃに

代えて同項第１号ｃを適用する場合（第５０２

条第１項による場合を含む。）にあっては、６

月末日及び１２月末日）において、令和４年４

月４日改正付則第４条第４項各号の規定により

読み替えて適用する経過措置対象基準（当該書

面に記載したものに限る。）に適合しない状態

となった場合は、その上場を廃止するものとす

る。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（上場廃止日の取扱い） （上場廃止日の取扱い） 

第６０３条 規程第６０７条に規定する上場廃止

日は、原則として、次の各号に掲げる区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 

第６０３条 規程第６０７条に規定する上場廃止

日は、原則として、次の各号に掲げる区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 

（１） 規程第６０１条第１項第１号に定める

規程第５０１条第１項第１号から第３号まで

（規程第５０２条第１項各号による場合を含

む。）に定める基準に適合していない場合に

おいて、第５０１条第７項各号（第５０２条

第５項各号による場合を含む。）に定める改

善期間内に当該各号に適合しなかったときに

該当する上場株券等 

 

  当該改善期間の末日の翌日から起算して６

か月を経過した日。ただし、株主数が著しく

多いなどの理由により流通市場に著しい影響

を及ぼすおそれがあり、その他の事由も勘案

して当取引所がこれによることが適当でない

と認める場合は、当取引所がその都度定める

ところによる。 

（１） 規程第６０１条第１項第１号に定める

規程第５０１条第１項第１号ｃ（規程第５０

２条第１項第１号による場合を含む。）又は

同項第３号ｃ（規程第５０２条第１項第３号

による場合を含む。）に適合していない場合

において、第５０１条第７項第３号（第５０

２条第５項第２号による場合を含む。）に定

める改善期間内に当該各号に適合しなかった

ときに該当する上場株券等 

  当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決

定した日の翌日から起算して１０日間（休業

日を除外する。）を経過した日 

（２）～（１０） （略） （２）～（１０） （略） 

  

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第６０４条 （略） 第６０４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定める日から当取引所が当該上場株券等を上場

廃止するかどうかを認定した日までとする。た

だし、株主数が著しく多いなどの理由により流

通市場に著しい影響を及ぼすおそれがあり、そ

の他の事由も勘案して当取引所がこれによるこ

とが適当でないと認める場合は、当取引所がそ

の都度定めるところによる。 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定める日から当取引所が当該上場株券等を上場

廃止するかどうかを認定した日までとする。た

だし、第１項第２６号の場合において、第４号

に定める日から１年を超えることとなるとき

は、当該日から１年を経過した日以降の日でそ

の都度当取引所が定める日までとする。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

４ （略） ４ （略） 

  

  

付  則  

第１条 この改正規定は、令和５年４月１日

から施行する。 
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２ 改正後の第６０３条第１号の規定は、こ

の改正規定施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に上場廃止が決定された上場株

券等から適用する。 

 

  

第２条 規程令和５年４月１日改正付則第３条に

規定する超過計画開示会社が、第６０１条第１

項第２号から第５号までに定める改善期間の末

日後、令和５年３月３１日において提出又

は開示している規程令和４年４月４日改正付

則第２条第２項第１号に掲げる事項を記載した

書面又は令和５年４月１日改正前の同付則第４

条第２項の規定により読み替えて適用する第５

０１条第３項及び第４項若しくは第５０２条第

３項及び第４項に定める書面に記載の計画期

間の末日（施行日以後に提出した同付則第４

条第２項の規定により読み替えて適用する第５

０１条第４項又は第５０２条第４項に定める書

面において、当該計画期間の末日より前の日を

計画期間の末日とする訂正又は変更を行った場

合には、当該訂正又は変更後の計画期間の末

日。）までに到来する事業年度の末日（規程第

５０１条第１項第２号ｃにあっては、１２月末

日）までに経過措置対象基準（規程令和４年４

月４日改正付則第４条第２項に定める経過措置

対象基準をいう。以下同じ。）（規程令和４年

４月４日改正付則第２条第２項第１号に掲げる

事項を記載した書面又は令和５年４月１日改正

前の同付則第４条第２項の規定により読み替え

て適用する規程第５０１条第３項若しくは第４

項又は第５０２条第３項及び第４項に定める書

面に記載した経過措置対象基準に限る。）に適

合したときは、規程第６０１条第１項第１号

（当該経過措置対象基準による場合に限る。）

に該当しないものとして取り扱う。 

 

２ 規程令和５年４月１日改正付則第３条に規定

する超過計画開示会社を上場廃止とすることを

認定した場合（規程令和５年４月１日改正付則

第３条の規定による規程令和４年４月４日改正

付則第４条第２項に定める書面に記載した経過

措置対象基準に適合しないおそれがある場合に

限る。）についての改正後の第６０３条第１号

の規定の適用にあっては、同号中「当該改善期

間の末日」とあるのは「令和５年４月１日改正

付則第２条第１項に規定する計画期間の末日ま

でに到来する事業年度の末日（規程第５０１条

第１項第２号ｃ（第５０２条第１項による場合
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を含む。）にあっては、１２月末日）」とす

る。 

３ 規程令和５年４月１日改正付則第３条に規定

する超過計画開示会社に対する第６０４条第１

項第２号の規定の適用については、同号中「第

５０１条第７項及び第８項（第５０２条第５項

及び第６項による場合を含む。）に定める改善

期間の最終日」とあるのは「令和５年４月１日

改正付則第２条第１項に規定する計画期間の末

日までに到来する事業年度の末日（規程第５０

１条第１項第２号ｃにあっては、１２月末

日）」とする。 

 

４ 前３項の規定は、次の各号に掲げる場合につ

いては適用しない。 

（１） 規程第５０１条第４項に定める書面又

は規程令和４年４月４日改正付則第４条第３

項に定める書面（当該各項の規定により提出

又は開示を要する書面に限る。）の提出又は

開示を行っていない場合 

（２） 規程令和４年４月４日改正付則第４条

第２項に規定する経過措置対象基準に適合し

た後、再び当該経過措置対象基準に適合しな

い状態となった場合 

（３） 施行日以後に特設注意市場銘柄へ指定

された場合 

 

５ 改正後の第６０３条第１号の規定は規程令和

５年４月１日改正付則第３条の場合において準

用する。この場合において、改正後の第６０３

条第１項第１号中「改善期間の末日」とあるの

は「規程令和５年４月１日改正付則第３条に規

定する令和４年４月４日改正付則第４条第４項

各号の規定により読み替えて適用する経過措置

対象基準に適合しない状態となった日」とす

る。 

 

  

 


